
Abstract

 
The social system of dispatching a helper to the home which becomes troubled for housewifely illness

 
or childbirth is called a home-help system.Generally,as compared with the West,Japan is said for the

 
spread of home-help systems to be slow.However,in recent years,many examples of home-help system

 
which was preceded with the country and each local government was carrying out are reported.Based on

 
this,analysis of the factor which promotes and checks the spread of home-help systems of Japan is required.

So,in this paper,the factor which had on the diffusion process of the home help service program for the aged
 

was analyzed.

Observing precedence examples,many cases of the operation of not only a metropolis like Osaka,

Nagoya,and Kobe but a small-scale local government exist.Only the prerequisites hypothesis pointed out
 

by precedence study cannot explain this fact.I claimed that explanation in consideration of the diffusion
 

process between local governments was required.

Moreover,in order to clarify the diffusion process of local governments after the home help service
 

program for the aged start of a country,event history analysis which used the time series data of national
 

each city was conducted.

As a result,the validity of the model that reduction of household size promotes helpers establishment
 

of local government was shown.Further,the tendency for helper establishment to be early was seen for the
 

earlier city of the municipalization year.It is thought that this fact shows the possibility of the diffusion
 

on the basis of an old historical city.

As a future,I would like to advance examination about the background as which various diffusion
 

patterns are regarded for prefectures.

１．はじめに

病気や出産等のやむを得ない事情で，主たる家事担当者が家事・育児・介護を行えない家庭を支援するための

社会的制度は，一般的にホームヘルプ制度と総称される。本稿では，この種の制度が日本にどのように普及し根

づいたのかを明らかにするため，現在の居宅介護サービスの前身にあたる老人家庭奉仕員制度を題材として，そ

の普及過程に大きな影響を及ぼした要因を分析・考察する。

このようなテーマを取り上げた理由は，「家事の社会化」に対する筆者の関心の強さによる。家族の個人化が一

層進行している現代社会は，様々な再生産労働の負担が女性に集中するため，家事担当者のアクシデントで家族

員が窮地に陥る危険を常に孕んでいる。多くの家族社会学者によって性別役割分業の形成因に関する研究が積み

重ねられているのは，こうした問題意識のひとつの現れであるといえよう。

こうした問題状況を打開するためのひとつの手掛かりが，様々な家事責任を何らかの方法で社会全体で分かち

合うしくみ，すなわち家事の社会化である。家事の社会化の一側面である「介護の社会化」は，介護保険制度によっ

て近年やっと軌道に乗り始めたが，介護保険制度に至るまでの道は決して平坦なものではなかった。各自治体の

財政事情の厳しさもさることながら，要介護高齢者を抱える家族が意図的にサービス利用を拒否する現象が，在

宅介護の現場にはしばしば散見されたからである。

例えば地域福祉研究の分野では，地域に強く根付く「老親の介護は嫁の役割」という因習が，中山間地域におけ

る福祉制度利用の阻害要因になったことが指摘されている(石田 1996)。このように家族介護者が自分達で介護負

担を抱え込んでしまう現象を藤崎(2000)は「介護の囲い込み」と呼び，他者による介護への介入が家族介護者のア

イデンティティの基盤を否定してしまう構造がその根底にあると主張する。これらの指摘をふまえると，様々な

障壁のもとでどのように介護の社会化が浸透しうるかについての議論があらためて必要なのではないかと思われ

る。
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そこで本稿では，居宅介護サービスの前身であり，日本で初めて全国的規模で制度化されたホームヘルプ制度

である「老人家庭奉仕員制度」を取り上げ，当該制度の普及過程に影響を及ぼした諸要因について分析・考察を進

めたい。

２．日本のホームヘルプ制度の展開史

日本におけるホームヘルプ制度の発展は必ずしも単線的なものではない。いくつかの政策理念のもと，全国各

地で様々な政策主体が試行錯誤してきた歴史を有する。この点について，本節では少し詳しく解説しよう。

欧米各国で，冒頭で紹介した「ホームヘルプ制度」が最初に始まったのは，1880(明治13)年のスイスであると言

われている(一番ヶ瀬・下山・田辺編 1973)。イギリスでは19世紀末，アメリカでは20世紀初頭に一部の都市で

試験的に同制度が始められ，両国とも1930年代から40年代には全国的規模で制度化している(池川1960，田端

1986)。欧米諸国と比べて日本での導入は大幅に遅れたものの，日本が高度経済成長期を迎えるに伴い，ホームヘ

ルプを巡る環境にも変化の波が訪れた。

現在のように電化製品が普及しておらず既製品にも恵まれなかった当時，一般家庭の家事は現在とは段違いに

負担の重いものであった。こうした家事労働を支えたのが，いわゆる「女中」であり「お手伝いさん」である。しか

し，高度経済成長に伴う産業化の進行は，それまで女中・お手伝いの主たる担い手であった農村出身女性を，工

場労働や事務職へ流出させることになった。これに伴い，家事を支えるマンパワーが，都市部において特に大幅

に不足したのである。

こうした状況を受け，早くも1950(昭和25)年には京都市で共働き家庭の幼児を日中預かって保育する「昼間里

親制度」が始まった。また同年，兵庫県神戸市の灘生活協同組合では，会員間の相互扶助組織「四葉会」が結成され，

仕事を求める年配婦人会員と共働きで家事に手の回らない若年婦人を仲介する事業が始められた。このようにし

て，徐々に日本でもホームヘルプを受け入れる土壌が形成されたのである。

昭和30年代に入ると，その後の日本のホームヘルプに大きな影響を及ぼすこととなる，２自治体の事業が始

まった。長野県の「家庭養護婦制度」と大阪市の「臨時家政婦制度」である。

長野県では，当時の県厚生課長の原崎秀司がイギリスのホームヘルプサービスを現地視察したことをきっかけ

としてホームヘルプ制度の準備が進められ，1955(昭和30)年には困窮家庭を対象とする家事支援事業，「家庭養護

婦制度」が同県で始められた。一方の大阪市では，アメリカのホームヘルプ制度を現地視察した池川清が，同様の

制度を大阪市で開始するため奔走した。当初池川は困窮する出産家庭にホームヘルパーを派遣するホームヘルプ

制度を構想していたが，財政難や福祉事務所所長会議の反対により挫折。その後，身寄りのない困窮高齢者に対

するヘルパー派遣へと方針を変えることによって実現の運びとなり，1958(昭和33)年，「臨時家政婦制度」(後に

「家庭奉仕員制度」へと改名)へと結実した(中嶌 2013)。その後1960(昭和35)年には，名古屋市や神戸市等の大都

市でもホームヘルプ制度が始められるに至った。

なおここで，「家庭養護婦制度」と「臨時家政婦制度」の相違には注意を促しておきたい。家庭養護婦制度は，家

事に困る家庭全般を派遣対象とし，各世帯の困窮度に応じて一部有償でサービスを提供するしくみをもつ。それ

に対し，臨時家政婦制度は，身寄りがなく困窮した高齢者のみを派遣対象とし，無償でサービスを提供するしく

みをもつ。この差異に注目して，北場(2001)は両者を日本におけるホームヘルプ制度の２つの先行形態と位置づ

け，派遣対象を限定せず有償のホームヘルプ制度を「長野県タイプ」，高齢者困窮世帯に限定された無償のホーム

ヘルプ制度を「大阪市タイプ」と命名している。

このような自治体レベルでの先行事業を後追いするように，国の各担当省も施策に着手し始める。1960(昭和

35)年，旧労働省は，家事担当者の病気・出産等で家事需要を抱えた家庭への応答と，勤め先の見つからない中年

女性への仕事の斡旋の二つの目的から，各企業が被雇用者家庭を対象にヘルパーを派遣するシステムの整備に乗

り出した。「事業内ホームヘルプサービス制度」である。これに遅れること２年，旧厚生省でも在宅高齢者に対す

る在宅支援の要として「老人家庭奉仕員制度」を開始。奉仕員を設置する自治体に対し，国・県・市町村がそれぞ

れ費用の３分の１を負担し合う事業を開始し，その普及を図った。

同制度開始当初は各自治体の奉仕員設置が思うように進まず，昭和39年度末時点で，当時561あった市の中で

奉仕員設置を完了したのは154市(27.4％)，町村部に至っては，2,800余の町村のうちわずか６町村，という実態
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であった(表１参照)。

この事態を受け，1965(昭和40)年２月には，中央社会福祉審議会「老人福祉施策の推進に関する意見」にて，ホー

ムヘルパーを早急に全市町村に配置する措置が必要であるとの答申がなされた。また，同年４月には「老人家庭奉

仕員事業運営要綱」が改正され(社会局長通知40.4.1社老第70号)，奉仕員の派遣対象が若干緩和された。また，

1968(昭和43)年に全国社会福祉協議会・全国民生児童委員協議会が実施した「居宅ねたきり老人実態調査」が20

万人以上の「寝たきり高齢者」の存在を明らかにしたことがきっかけとなり，翌1969(昭和44)年には，厚生省が「ね

たきり老人家庭奉仕員派遣事業」を開始したほか，奉仕員設置自治体に対する予算額が大幅に増額された。この結

果，翌1970(昭和45)年には，ほぼ全ての市と大半の町村において奉仕員の設置に至っている。

３．ホームヘルプ制度の普及と展開における諸要因

前節で解説したような経緯を経て全国各地へ普及したホームヘルプ制度であるが，果たしてこの普及過程に影

響を及ぼした主な要因は何なのであろうか。ここからは老人福祉法が制定される1963(昭和38)年以前と以後に分

け，先行研究の指摘を振り返りながらホームヘルプ制度の普及に影響を与えた諸要因について考察をすすめたい。

旧厚生省が老人家庭奉仕員制度を始める過程で大きな役割を果たした森幹郎は，日本が欧米諸国のようなホー

ムヘルプ制度を早期に導入できなかった理由として，次の三点を挙げる。第一に，大家族制度の時代にあっては

不意の際にきょうだいや親類の肩代わりが可能であったこと，第二に，やむを得ない時には民間の家政婦派出事

業が利用できたこと，第三に，公的な手が家庭内に介入することに対して，高い壁が立ちはだかっていたこと，

の三点である(森 1974)。この森の指摘は，次の３つの仮説に整理することができる。

⑴ 世帯規模の縮小がホームヘルプ制度の導入を促す(世帯規模縮小仮説)。

⑵ 家政婦派出事業が利用し難い地域ほどホームヘルプ制度の導入が促される(民間事業代替仮説)。

⑶ 公的サービスという第三者の介入に対する抵抗感が強い地域ほど，ホームヘルプ制度の導入は妨げられ

やすい(家族私事化仮説)。

北場(2001)は，長野県と大阪市において早期からホームヘルプ制度が開始された背景を考察する中で上記の⑴

と⑵を検証し，①両自治体が早期から世帯員数を減少させている点から見て世帯規模縮小仮説が支持されること，

②大阪市では家政婦派出事業や旧労働省の「事業内ホームヘルプ制度」を利用し易い環境であったため，長野県タ

イプ(派遣対象が無限定で有償)のホームヘルプ制度が普及せず，高齢者に限定した無償のホームヘルプ制度が普

及したのだ，と結論づけた。

これに対し，先覚者の存在がホームヘルプ制度導入に大きな役割を果たしたと指摘するのが，中嶌(2013)によ

る一連の研究である。中嶌は，長野県「家庭養護婦制度」創設の経緯を探究する中で，当時の長野県厚生課長であっ

た原崎秀司をはじめとする何人かのキーパーソンに注目し，原崎本人の思想的特徴やイギリスのホームヘルプ

サービスの現地視察が，同制度創設に果たした大きな役割を指摘している。

このように，北場や中嶌は長野県及び大阪市が早期にホームヘルプ制度を導入した背景を探るというアプロー

チから日本におけるホームヘルプ制度普及過程を解釈する。しかし，同時期に独自のホームヘルプ制度を実施し

ていた他自治体の動向をみると，両者の説明がうまく適合しないケースが多く見受けられる。

例えば，名古屋市及び神戸市は，大阪市に遅れること２年後の1960(昭和35)年にホームヘルプ制度を開始して

表1老人家庭奉仕員設置市町村数の推移

年度 昭和37年度末 昭和38年度末 昭和39年度末 昭和40年度末 昭和41年度末 昭和42年度末 昭和43年度末 昭和45年度末

市 13 126 154 212 268 319 395 587

町・村 0 6 6 17 48 132 243 1636

導入市割合 2.4％ 22.5％ 27.5％ 37.8％ 47.3％ 56.5％ 70.0％ 98.5％

(出所：『厚生省五十年史』巻末資料より筆者が作成)
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いるが，両自治体の開始したホームヘルプ制度は派遣世帯を高齢者世帯に限定しない「長野県タイプ」である。家

政婦派出事業等が利用しやすい両市において長野県タイプのホームヘルプ制度が開始された点を考慮すると，森

(1974)の民間事業代替仮説や北場(2001)の解釈には留保が必要であろう。

また最近では，寺脇(2010)が元厚生省事務次官であった木村忠二郎の遺した文書を整備している。同文書中の

旧厚生省内部資料によれば，老人福祉法が施行される1963(昭和38)年までの間に，以下の様々な自治体でホーム

ヘルプ制度を先行実施していたことがわかる(表２)。

このように規模も地域性も多様な自治体において早期にホームヘルプ制度が始められていたことは興味深い事

実である。このような現象は先覚者の役割を重視する視点のみでは説明が難しく，別の説明要因が求められよう。

ここで「先覚者仮説」と両立可能な説明モデルのひとつは，長野県や大阪市の実践が後発の自治体へ伝播したと

考える「伝播仮説」である。この検証の試みのひとつとして，中嶌(2013)は名古屋市に対する各自治体からの照会

文書の分析を行っている。この照会文書の内容を年代別に区分することによって，神奈川県や横浜市といった都

市圏の照会(第一期)から，静岡県・山口県徳山市・愛媛県・広島市といったより広範囲の地方自治体の照会(第四

期)へ移り変わる様子が描き出されている(中嶌 2013：154)。

上記分析は，ホームヘルプ制度の伝播過程を把握するための貴重な手がかりであるが，筆者は次のような理由

から，上記の知見にも一定の留保が必要ではないかと考える。第一に，名古屋市のホームヘルプ制度は「長野県タ

イプ」であるのに対し，名古屋市に照会した自治体が後に導入したホームヘルプ制度は全て独居高齢者世帯に限定

された「大阪市タイプ」であり，且つ照会時期から実際の奉仕員の設置までは少なからずタイムラグが発生してい

る。これらの事実をふまえた場合単純に伝播と考えるには違和感が残る。第二に，西浦(2011)によれば，北海道

旭川市や釧路市，鳥取市社会福祉協議会において老人福祉法制定前に独自のホームヘルプ事業が始められていた

が，これらのホームヘルプ制度は全て「長野県タイプ」であり，長野県タイプを採用する自治体が決して特異な存

在ではなかったことがわかる。これらをふまえると，ホームヘルプ制度のタイプの相違を意識しつつ，他の伝播

のプロセスについても検討する必要があろう 。

また西浦によれば，1961(昭和36)年の北海道釧路市のホームヘルプ制度(「家庭福祉員制度」)の実践は，後に全

道革新市長会の交流事業の中で報告され，室蘭市・根室市・苫小牧市等の革新系自治体に大きな影響を及ぼした

旨の記録が残っている(西浦 2011：85)。ホームヘルプ制度の普及要因を考える上では，首長の党派性に代表され

る政治的要因についても考慮に入れる必要があろう。

表21962(昭和37)年２月１日現在で旧厚生省が把握していた各自治体のホームヘルプ制度

都道府県 市町村 事業開始年月日 名称

岩手 大船渡市 1958年８月１日 老人ホーム奉仕会

埼玉 秩父市 1960年８月１日 老人家庭巡回奉仕員

埼玉 行田市 1960年４月１日 老人家庭奉仕員

大阪 布施市 1959年２月 老人家庭巡回奉仕員

香川 国分寺町 1956年９月１日 老人会家庭相談員

山口 南陽町 1959年４月１日 一日娘

千葉 小糸町 1955年３月30日

石川 加賀市 1957年

北海道 旭川市 1960年６月１日 家庭巡回奉仕員

東京都 1961年12月 家庭奉仕員

名古屋市 1960年６月 家庭奉仕員

大阪市 1958年４月１日 家庭奉仕員

神戸市 1960年６月１日 ホーム・ヘルパー

長野県(５市２町７村) 1956年４月 家庭養護婦

(出典：寺脇編 2010)
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４．老人福祉法制定後の老人家庭奉仕員制度の普及過程

２節では，1962(昭和37)年の制度開始後，老人家庭奉仕員が比較的長い期間をかけて徐々に各自治体に普及し

ていった様子を概観した(表１参照)。老人家庭奉仕員の設置が各自治体に普及していくこの過程は，どのような

モデルによって説明できるであろうか。先行研究の知見から仮説を整理しつつ，全国各市の時系列データを用い

て分析を行いたい。

4-1．社会福祉政策研究における政策導入・普及研究の位置づけと展開

様々な政策の導入・普及過程に関する研究は，もともと福祉国家論で議論されてきた主要な研究テーマの一つ

である。欧米の福祉国家論では，各国の社会保障制度導入過程の説明モデルとして，「先行要件論」と「普及論」の

二つのモデルが注目されてきた(Collier&Messick 1975，塚原1992)。先行要件論は，政策の必要性の高まりや

政策実現に必要な資源の有無が政策導入の条件であると考える一方，普及論では，他の主体の模倣を通じて政策

が導入されると考える。新しい政策の導入には様々なリスクや不確実性がつきものであるため，他の動向を参照

することが有効な対処法であるとの考え方がその基底にある。

日本において自治体の社会福祉政策が注目され始めたのは1970年代である。高度経済成長による生活水準の向

上は住民の福祉ニーズを刺激し，それに応えるため各自治体は様々な福祉施策を独自展開した。この動向につい

ては，保守的な県ほど事業展開が盛んであること(古川1976)，1970(昭和45)年頃を境に「元気な」高齢者への施策

から「要援護老人」への施策へと自治体の役割が転換したこと(中野1977，坂田1979)等が指摘されている。その後，

各種福祉施策の発展とともに各種サービスの地域格差が大きく注目されることになり，各県の民生費水準の規定

要因や(三重野1991)，市町村の在宅福祉サービス実績の地域差の規定要因(佐藤・中嶋1999)等をはじめ様々な研

究が行われている。これら社会福祉学分野の既存研究の多くは，各自治体の抱える政策ニーズや財政力等に注目

した「先行要件」仮説に沿って，各自治体のサービス量の規定要因を説明するという研究枠組であった。

これに対し塚原(1992)は，自治体間の伝播過程に注目しつつ各自治体の政策採用時期の説明を試みる数少ない

研究である。塚原はCollier&Messick(1975)の「先行要件論」と「普及論」の枠組みに準拠して，東京都23区にお

ける在宅福祉サービス施策の採用時期を説明する上で普及論的説明が有効であることを示した。この普及論的枠

組は，近年の行政学における政策革新研究でさらに新たな展開を見せており，代表的研究のひとつである伊藤

(2001)は，それまでの普及論の枠組を，対等な自治体間の伝播を示す「水平波及」と中央政府から地方政府への影

響を示す「垂直波及」に発展させ，それぞれの説明モデルが各県の様々な政策の採用時期の説明因としてどの程度

有効であるかを検証している。なお，この伊藤の仮説群は，2001(平成13)年の全国各市の在宅福祉サービス量の

規定因の研究にも応用されている(佐々木2005)。

このように，自治体による政策アウトプットの規定因に関する研究には多くの蓄積があるものの，塚原(1992)

や伊藤(2001)のように，政策の採用時期の規定因を対象とした研究そのものが，日本では数少ない。また，本稿

のように県より細かい基礎自治体単位の全国的な政策導入・普及過程を対象とした研究が，日本ではほとんど実

施例がない。さらに，老人家庭奉仕員の普及期間は1962(昭和37)年から10年程の期間であり，利用できるマク

ロデータにも大きな制約がある。このような様々な制約下でできる限り普及過程を明らかにすべく，先述のホー

ムヘルプ制度史研究や社会福祉政策の実証研究の知見をふまえながら，分析のための作業仮説を整理してみたい。

4-2．老人家庭奉仕員制度の普及過程における様々な影響要因

森(1974)の仮説群における世帯規模縮小仮説は，社会学の知見が応用可能な点からも，まず第一に注目したい

仮説である。産業化・都市化が世帯規模縮小に影響を及ぼすという側面の他にも，三世代同居傾向の強い東北日

本と親世帯と子世帯が早期に分離する西南日本との地域的差異が存在することが家族社会学の知見として得られ

ており(清水1996)，ここから東北日本より西南日本において老人家庭奉仕員の設置が早く進むことが予想され

る。しかし一方で，表２で示したように独自のホームヘルプ制度を先行実施していた自治体が全国各地に分散し

ている事実も踏まえると，改めて検証の求められるべき仮説であるといえよう。また，家事労働力の不足という

現象は，世帯規模の縮小のみならず，夫婦の共働き化によってももたらされる。この点を考慮すると，各地域の

女子労働力率も説明要因に加える必要がある。
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ここでCollier& Messick(1975)の「先行要件仮説」を改めて振り返りたい。同仮説は政策ニーズや政策の実現

に必要な資源の大小が政策導入に大きな影響を及ぼすという考え方である。老人家庭奉仕員制度の場合，政策ニー

ズは高齢者数や世帯規模によってある程度代替させることができる。問題は，主たる政策資源である各自治体の

財政力である。当然のことながら都市の規模が大きいほど活用できる予算の幅は大きい。これを踏まえると，多

くの政策革新は東京や大阪に代表される大都市群で始まり，地方の中核都市を経て各市町村に波及する，という

のがもっともらしい帰結である。しかし表２から中小規模の自治体による先行事例が数多くみられることを考え

ると，このような説明図式は必ずしも自明ではなく，改めての検証が必要である。また，３節の末尾に述べたよ

うに，首長の党派性がホームヘルプ制度の導入・普及に影響を及ぼした北海道のような事例があることをふまえ

ると，自治体の政治的要因も何らかの形で説明要因に加える必要があると思われる。

これらの予備的な考察をふまえると，先行要件仮説に基づく要因群のみでは説明できない部分が多くあること

が推測され，もう一方の伝播仮説に沿った説明モデルも必要ではないかと考える。塚原(1992)は，他区の政策革

新状況を観察しながら自らの政策革新の是非を判断するという考え方のもとに，前年度までに当該政策を導入し

た区の数が多いほど政策導入の可能性が強まる，という仮説を検証した。本稿でもこれに習って伝播仮説の有効

性を検証したい。

4-3．分析手順

前節で整理した仮説群の検証のため，本稿では各自治体の時系列データをもとに，ある時点で老人家庭奉仕員

が当該自治体に配置されたかどうかを被説明変数とするイベントヒストリー分析を行う 。

イベントヒストリー分析とは，注目する事象がある時点で生じたかどうかを被説明変数とし，各サンプルの属

性，時間，環境などの説明変数によって事象の発生する確率を推測する統計分析手法である。本稿の目的である，

様々な自治体が異なるタイミングで政策を採用する現象の分析に適した分析方法といえる。

イベントヒストリー分析では，各年度毎に政策導入の有無を判定しなければならないため，各サンプルにおい

て年度毎のデータを必要とする。時系列データの区間は，旧厚生省が老人家庭奉仕員設置自治体への補助を開始

した1962(昭和37)年から，ほとんどの市で奉仕員の設置が完了した1970(昭和45)年までとした。

分析対象は，基礎自治体のうち特に市のみを取り上げることとした。町村を含めるとデータ量が膨大になるこ

とに加え，表１で示したように町村部の老人家庭奉仕員設置は短期間に集中する傾向があり，1969(昭和44)年の

厚生省の政策的配慮に要因の多くを認めてよいと考えられるからである。伊藤(2001)の言を借りれば，町村部の

場合は「垂直波及仮説」が大きな説明力を有するということである。一方で，市部については各市の採用年度には

大きなばらつきがあり，独自の分析が必要であると判断される。

分析対象は「1962(昭和37)年以降に奉仕員を設置した市」とする。そのため，1961(昭和36)年までに独自のホー

ムヘルプ制度を開始していた市は分析から除外した 。また，①横浜市や京都市などの政令指定都市や，②上記

データ期間中に他の自治体と合併した市についても，分析結果のゆがみを防ぐため分析から除外した。

このように分析対象を整理した上で各市におけるデータの収集を行った。まず，被説明変数に相当する各市の

老人家庭奉仕員設置年度については，46都道府県の県立図書館で高齢者福祉担当局の年報や当時の新聞記事を参

照しながら設置年度を特定した 。

しかし，新潟県や福岡県を始め一部の県においては，①担当局年報の一部が散逸し県立図書館や行政資料セン

ターに保管されていない，②担当局年報において各市の奉仕員配置時期のデータが伏せられている等の理由で，

一部の市の奉仕員配置時期を正確に把握することができなかった。このようなサンプルの場合，散逸を免れた年

度の年報を活用しつつ，奉仕員が配置されていないことが確認できた年度のみ分析データに加えている。このよ

うな「打ち切り」のサンプルの情報を極力活用できる点が，イベントヒストリー分析の利点の一つである。
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一方で，4-2節での検討もふまえて分析上必要な各説明変数を設定した(表３)。ただし，変数によっては年度毎

の把握が困難である場合があるため，適宜国勢調査等のデータを活用している。

先行要件仮説を検証するための諸変数として，各都市の人口・平均世帯人数・１人当たり歳出額・首長党派(自

民党公認の有無)の年度毎データを用いた。また，政策が立案されてから実施されるまでのタイムラグを考慮し，

これらの年度毎データが翌年度の奉仕員設置を説明するという想定で説明モデルを構築した。一方で，高齢化率，

女子労働力率，人口増加率については５年毎の国政調査データを活用せざるを得なかったため，老人家庭奉仕員

制度の開始直前，1960(昭和35)年度データを中心に活用した。これによって，サービスの受益者である高齢者層

の動向や高齢者の介護を担う女子労働力の動向，並びに当該都市の都市化の程度を説明モデルに反映させた。さ

らに，歴史ある地方都市群と都市化の影響で急激に膨張した都市群との比較のため，各都市の市制施行年を説明

変数に加えた 。

一方で，伝播仮説に関わる説明変数としては，所属県内の他都市の動向を伺いつつ奉仕員の設置を判断すると

いう前提のもと，所属県内で前年度までに奉仕員設置を完了した都市数(「県内先行導入都市数」)を伝播要因を示

す説明変数としてモデルに加えた。

５．分析結果と考察

分析結果を示したものが以下の表４である。モデル１は1962(昭和37)年を基準として，時間の経過のみによっ

て各市の奉仕員設置の有無を説明するモデルである。これに対し，様々な説明変数を加えることによってどの程

度モデル全体の説明力が上がるか(表４下部の対数尤度(Log likelihood)がどの程度減少するか)という点が，分

析結果を読み取る上での大きな焦点となる。参考として年度毎データのみを説明変数に用いたモデル２，モデル

２に時間項を説明要因に加えたモデル３，さらに国勢調査データ等も説明変数に加えたモデル４を相互に比較す

ることによって，以下の点が明らかになった。

まず，人口・平均世帯人数・１人当たり歳出額・首長の自民党公認の有無・県内先行導入都市数の５つのみを

説明変数に用いたモデル２をみると，首長の自民党公認の有無以外の４変数全てにおいて１％未満で有意な結果

が得られた。すなわち，人口が多く，平均世帯人数が少なく，一人当たり歳出額が多く，県内の先行導入都市数

が多い場合，当該都市で奉仕員を設置する可能性が高まるという結果である。

表3説明変数の概要

変数名 定 義 出 典

人口 各年３月31日現在の人口総数
法務省『住民登録人口・世帯数表』，自治省『住
民基本台帳に基づく全国人口・世帯数表』

平均世帯人数
各年３月31日現在の人口総数を同日現在の世
帯数で除した値

法務省『住民登録人口・世帯数表』，自治省『住
民基本台帳に基づく全国人口・世帯数表』

１人当たり歳出額
各会計年度の普通会計歳出決算の純計額を，同
年度末の人口総数で除した値

法務省『住民登録人口・世帯数表』，自治省『住
民基本台帳に基づく全国人口・世帯数表』，自
治省『地方財政統計年報』，同『都市別決算状況
調』，同『市町村別決算状況調』

自民党推薦首長

当時の市長が，首長選挙において自民党の推薦
を得ていた場合は１，他党の推薦を得ていた場
合および推薦がない場合は０とするダミー変
数。

自治省『地方選挙結果調』

県内先行導入都市数
当該年度の前の年度において，すでに老人家庭
奉仕員の設置を終えていた県内都市の数

各都道府県の高齢者福祉担当局年報掲載内容
から算出

高齢化率(1960年) 1960年度の各都市の高齢化率 『国勢調査』

女子労働力率(1960年) 1960年度の各都市の女子労働力率 『国勢調査』

市制施行年 当該都市が市制施行した西暦年 『全国都市年鑑』

人口増加率(1955-60年)
1955年から1960年までの各都市の人口増加率
を計算した値

『国勢調査』
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モデル２のように時間項を考慮に入れなければ，老人家庭奉仕員の普及過程には先行要件仮説と伝播仮説の双

方が有効であるという結果が得られるが，本稿で扱っているデータは時系列データであるため，時間ダミー変数

を説明変数に加えてモデルを再検証する必要がある(モデル３)。その結果，１人当たり歳出額および県内先行導

入都市数の有意な効果は消失したものの，人口及び平均世帯人数については，１％未満の有意な効果が確保され

た。

さらに，高齢化率・女子労働力率・市制施行年・人口増加率を説明変数に加えて再分析すると(モデル４)，そ

れぞれの有意な効果が確認された。すなわち，①高齢化率が低い都市ほど奉仕員設置が早まり(10％有意)，②女

子労働力率が高い都市ほど奉仕員設置が早まり(５％有意)，③早くに市制施行された年ほど奉仕員の設置が早ま

り(１％有意)，④人口増加率(1960／1955)の高い都市ほど奉仕員設置が早まる(５％有意)という結果である。一

方で人口の有意な効果は消失したものの，平均世帯人数の有意な効果は残存した 。

このような分析結果が意味することは何か，以下何点かに整理して指摘したい。

第一に，森(1974)や北場(2001)が注目する世帯規模縮小仮説の説明力の強さを指摘したい。様々な統制変数の

存在にもかかわらず平均世帯人数・女子労働力率・人口増加率が有意な効果を有するという事実は，老人家庭奉

仕員の設置が各家庭のマンパワー不足に対応していることを伺わせる。当時の日本の都市部が急激に家事労働力

を失っていくことへの対処という側面は，一般家庭を対象とした旧労働省の「事業内ホームヘルプサービス事業」

のみならず，高齢者困窮世帯のみを対象とする「老人家庭奉仕員制度」にも色濃く表れていることを，本分析結果

は示している。

第二に，高齢化率の低い市ほど老人家庭奉仕員の設置が早まるという知見が持つ意味である。老人家庭奉仕員

制度の受益層は高齢者であると考えれば，高齢化率の高さと奉仕員設置がマイナスの関係にあることは一見して

意外な結果に思われる。しかし，当初の老人家庭奉仕員制度が高齢者「困窮」世帯のみを対象としていた経緯を考

表4各市の奉仕員設置に関するイベントヒストリー分析(離散時間ロジットモデル)の分析結果

Model 1  Model 2  Model 3  Model 4
 

Coef. z  Coef. z  Coef. z  Coef. z

○都市特性

高齢化率 1960年 －14.39 －1.95

女子労働力率1960年 2.23 2.19

市制施行年 －0.02 －3.59

人口増加率(1955-60年) 1.29 2.05

○時間共変量

人口 4.50E－06 6.10 5.32E－06 6.27 1.23E－06 1.01

平均世帯人数 －0.43 －3.35 －0.63 －4.34 －0.66 －3.40

歳出額／人 95.12 9.42 8.90 0.55 17.61 1.00

自民党推薦首長 0.30 1.65 0.29 1.52 0.34 1.64

県内先行導入都市数 0.04 2.65 －0.01 －0.42 －0.01 －0.50

○時間ダミー(対1962年)

1963年 3.30 7.13 3.66 6.9 3.64 6.95

1964年 1.86 3.75 2.20 3.89 2.08 3.68

1965年 1.81 3.60 2.00 3.46 1.77 3.03

1966年 2.63 5.49 2.85 5.04 2.76 4.86

1967年 3.07 6.46 3.30 5.73 3.18 5.43

1968年 3.58 7.49 3.77 6.32 3.61 5.88

1969年 5.43 11.02 6.17 9.51 5.67 8.39

1970年 5.79 8.91 6.52 7.2 6.13 6.60

定数項 －4.63 －10.31 －1.93 －2.88 －2.68 －2.89 35.76 3.37

標本数 2782 2554 2554 2042

－2(LR)test 440.09 248.61 549.65 442.61

Log likelihood －916.54 －942.90 －792.38 －656.81

＊＊P＜.01，＊P＜.05，＋ P＜.10
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慮すると，このような知見も理解が可能である。つまり，当初の老人家庭奉仕員制度は「低所得者対策」としての

側面を強く有していたため，一般の高齢者の意向がそれほど反映されなかったことの一つの表れが，上記の分析

結果であるという解釈である。

第三に，市制施行年の早い市ほど奉仕員設置が早まることの意味である。分析結果からは「県内先行導入都市数」

の有意な影響を確認できず，伝播仮説の有効性は確認できなかった。しかし，奉仕員設置の県内普及パターンに

注目すると，各県の県庁所在都市が最も早く奉仕員を設置する普及パターンが，多くの県において観察できた(西

浦2013：17)。こうした事実は，市制施行年の有意な効果を示す本分析結果とも符合する。これらの知見は，県庁

所在地を起点とした伝播過程を推測させるものであり，伝播論的視点からの検討は今後も続けられるべきである。

６．さいごに

本稿における様々な知見は，いわゆる「居宅介護サービス」とは異なる視点で「老人家庭奉仕員制度」を把握する

必要があることを伺わせるものである。森(1974)の指摘をはじめとして，これまで在宅福祉分野の研究では三世

代家族が残存し家族外からの介入に強く抵抗する家族という側面が強調されてきた。しかし本稿が明らかにした

市部における老人家庭奉仕員の普及過程は，日本の高度経済成長が都市家庭の家事労働力にいかに深刻な影響を

与えたかを示すものであり，国に必ずしも依存せずに住民のニーズに応えようとした自治体のたくましい姿を示

すものであった。それは「高齢者」という枠のみには留まらない性質をもつものだったのである。

本稿では全国の全ての市をひとまとめに分析したため，先行要件仮説の側面ばかりが強く目立つ分析結果と

なった。しかし，西浦(2013)が指摘するように，各都道府県内の奉仕員設置過程は決して一様ではなく，段階的

に導入が進むタイプや，同一年度に一斉に導入されるタイプ等，様々なバリエーションがみられる。県レベルの

データ不足のため本稿では考察が深められなかったが，今後は上記のようなタイプの差異がなぜ生じるのかをよ

り明確にするため，県レベルの資料収集をより強化して検討を進めていきたい。

註

１)旧厚生省の資料をみると，昭和44年度は老人家庭奉仕員派遣事業と後述の「ねたきり老人家庭奉仕員派遣事業」それぞ

れの導入自治体数を合わせた延べ数が収録されている。他年度と異なる集計方法が採られていることから，混乱を避ける

ためこの年度は表から除外した。

２)旧厚生省が後日大阪市タイプのホームヘルプ制度(老人家庭奉仕員制度)を採用した背景として，当時の日本の福祉制度

が生活保護を中心とする施設入所型であったことが指摘されている(厚生省社会局老人福祉課，1987)。

３)ちなみに，千葉県松戸市は障害者を対象としたホームヘルプサービスを1963(昭和38)年に開始しており，同市の老人家

庭奉仕員の導入よりもずっと早かった。しかし，このように非高齢者サービスが先行する自治体例は稀有であることから，

本稿では老人家庭奉仕員に限定して分析を行うこととする。

４)老人家庭奉仕員制度が始まる以前に独自のホームヘルプ制度を開始していた都市群については，西浦(2011)84頁を参

照のこと。

５)沖縄県は当時まだ日本に返還されていなかったため，分析の単位から除いた。ちなみに沖縄県で初めて老人家庭奉仕員

制度が導入されたのは1967(昭和42)年の旧平良市(現在の宮古島市)である。

６)ちなみに組織生態学の著名な理論のひとつに，新しい組織ほど生き残りが難しいという「新参者の不利益(Newness
 

Liability)」仮説がある。各都市の市制施行年を説明モデルに加えたいまひとつの理由は，上記仮説を意識したためである。

７)なお，付記の研究会で本分析について報告した際，大阪大学の吉川徹氏から，「本分析は標本データに依るものではない

ので，各変数の説明力を確認するためには決定係数による再解釈が必要である」旨の貴重なご指摘をいただいたが，本稿で

は生かすことができなかった。この点については今後の課題としたい。

付記

本研究は，平成24－26年度文部科学省科学研究費の交付を受けた研究成果の一部である(基盤研究(c)24530652「ライフ

コース・イベントと階層格差」研究代表者：鹿又伸夫)。

西浦 功
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